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１．環境実行計画とは 

   篠山市環境基本計画では、篠山市のより良い環境の創造を図ることを目的として理想の環

境像などを掲げています。 
それらの実現に近づくために、市民一人ひとりが取るべき行動を示してきましたが、これ

とは別に市全体の気運を盛り上げるため、重点的かつ牽引的な取り組みが必要であると考え

ます。これを「環境実行計画」と呼ぶことにします。 
   「環境実行計画」は、この環境基本計画を具現化する行動計画となることが期待されます。 
 
 

２．環境実行計画の内容 

   次の頁から、各実行計画の内容を記載しています。 
環境の保全と創造は、その効果が現れるまで時間がかかることを念頭に置いて、中期・長

期的に取り組まなければなりません。 
これらは、長期的な目標として望ましい将来像の実現に向けて行うもので、行政だけでな

く市民のみなさんと協働で行うことを基本とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 多紀連山 

 

 

第４章 環境の重点的な取り組み（環境実行計画） 
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３．環境実行計画の一覧 

   下記の表に、実行計画の一覧を示します。 
 

① 「篠山みらい会議」の設立 
② 篠山源流流域交流プロジェクト（源流会議） 
③ 源流を活かした環境学習 
④ 環境防災みらい学校 
⑤ 水の定点観測と浄化プロジェクト 
⑥ 生きものとの共生プロジェクト 
⑦ 地域マップ作成プロジェクト 
⑧ 篠山自然フォトコンテスト 
⑨ 里山の再生プロジェクト 
⑩ 間伐実施と間伐材の利用促進 
⑪ ごみを減らすためにＰＲからはじめよう 
⑫ 家庭の生ゴミ堆肥化 
⑬ 太陽光発電の普及促進 
⑭ 緑のカーテンを広げよう 

⑮ 遊休農地の活用促進 
 
環境実行計画関連図（イメージ） 
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環境実行計画ＮＯ．１ 

「篠山みらい会議」の設立 

 
目  的 

現在、市内で取り組まれている環境活動をさらに推進するため、情報提供や活動をサポートす

る窓口として、また、環境基本計画を推進していく組織として、「篠山みらい会議」を設立する。 

目的以外に期待できること 

・市内で環境活動に取り組む団体がネットワーク化され、既存の活動が活発になる。 
・環境に関する情報の共有ができる。 
誰がするか（主体と役割） 

・地域、市民団体･･･会議の設立や環境活動への参画と協働 
・事業者･･･会議の設立や環境活動への参画と協働 
・学 校･･･会議の設立や環境活動への参画と協働 
・専門家（大学教授・研究者）･･･活動のアドバイザー 
・行 政･･･会議の設立と運営 
何をするか（内容・手法・時期） 

■ 第 1段階 
・調査研究（先進事例の視察、文献研究、位置づけなど） 
・会議設立のための準備会の設立とメンバーの公募 
・準備会において部会や事務局のあり方について検討 

 
■ 第 2段階 
・篠山みらい会議の設立 
・環境実行計画の推進体制の確立 
・環境に関する情報提供システムの確立 
 
■ 第 3段階 
 ・環境実行計画の推進 
 
 
 
 
目  標 

・篠山みらい会議主催の環境フォーラムの実施 
・篠山みらい会議の拠点づくりの設立 
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環境実行計画ＮＯ．２ 

篠山源流流域交流プロジェクト（源流会議） 

 
目  的 

加古川、武庫川、由良川と 3つの流域の源流域である篠山市として、水域及び山野農地環境
の実態を把握する。市外の下流域を含む流域での水資源等の利用の実態、環境変化の影響を市

内外の住民・団体・自治体、研究機関等と広く意見交換することによって把握する。すべての

命を育み豊かな森と水を未来につなぐために、関係者（*）がそれぞれの立場でなすべき責任
と義務を自覚し、実行する。（*:篠山市民、篠山市、下流住民、下流域自治体、関係企業団体） 
目的以外に期待できること 

・篠山市の地域イメージが向上し、観光や農業のブランドイメージも良くなる。 
・篠山市以外の地域からの信頼感が生まれる。 
誰がするか（主役と役割） 

・篠山市･･･事務局（会場提供、関係各団体との調整）市民活動の支援 
・篠山市民･･･事務局運営への参加、河川水や周辺の自然環境等についての意見研究発表 
・下流域住民など関係者･･･河川水および周辺の自然環境等についての意見研究発表 
・篠山市及び関係自治体は、会議の内容や提言を施策に反映する。篠山市民、下流域住民、関

係企業団体等は、団体や個人の活動に反映する。 
何をするか（内容・手法・時期）  

■ 第 1段階 
・事務局の立ち上げ、趣旨確立（篠山みらい会議の主導による） ・運営組織の確立 
・流域の受益者団体（住民団体、自治体、企業等）、河川水関係および周辺の自然環境等につ

いての研究団体（大学、国・県・民間の研究機関）等のリストアップ 
・篠山市内の活動団体・研究団体のリストアップ、育成 
・篠山自然環境データベースの構築  ・会議テーマの選定 
・篠山源流会議開催について、関係者への趣旨説明と参加の呼び掛け 
■ 第 2段階（2010年度～） 
・篠山源流会議の開催（できれば毎年開催、最低 2年に 1度） 
・市、県の政策に反映するよう働きかける 
・住民間、団体間の交流活動・体験活動 
■ 第 3段階 
・流域レベルを超えて会議を拡張し、 
より広域的視点での議論の場とする。 

目  標 

・フォーラムの開催（発足 2年目） 
・フォーラムの継続的な開催 

 

（活動例） 
「源流篠山を発した水の実態研究」 
「漂着ゴミの追跡研究」 
「源流や分水嶺の見学ツアー」 
「自然と食体験」    などなど 
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環境実行計画ＮＯ．３ 

源流を活かした環境学習 

 
目  的 
計画の将来像である「源流のまち篠山～命をはぐくむ豊かな森と水を未来につなぐ～」を実

現させるため、体験型の学習を通して、環境意識を育む環境学習に取り組む。 
目的以外に期待できること 

・源流を大切にする学習を進めることで、自然を大切にする気持ちを育むことができる。 
・既に取り組まれている環境活動をさらに推進することができる。 
誰がするか（主体と役割） 

・学校・園･･･園児・児童・生徒への環境学習の実施 
・地域・市民団体･･･住民への環境学習の実施、協力 
・事業者･･･従業員への環境学習の実施 
・行 政･･･環境学習（教育）の支援、啓発 
何をするか（内容・手法・時期） 

■ 第 1段階  
（篠山みらい会議主導による） 
・環境学習の推進体制の確立 
・体験型環境プログラム集作成に向けた研究  
・環境学習会（教職員等、事業所、地域）の実施 
・環境学習サポート体制（出前講座・ボランティア）に関する研究 
・環境フォーラムの開催 
■ 第 2段階 
・体験型環境学習プログラム集の作成 
・既存の環境活動団体との連携 
・啓発用 DVD、地域マップなどの啓発、水の定点観測の実施 
・環境学習サポート体制の確立と募集 
・既存施設の環境学習施設としての見直し 
■ 第 3段階 
・既存の施設（チルドレンズミュージアムなど）を環境学習施設として利用する 
・環境学習プログラム集の更新・普及体制の確立 
 
 
目  標 

・環境学習プログラムの利用拡大  
・市民みんなで取り組む篠山を全国に発信できる大きなプロジェクトの実施 
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環境実行計画ＮＯ．４ 

環境防災みらい学校 

 
目  的   

 全国的に地球温暖化によると思われる局地的集中豪雨の頻発などの異常気象や地震災害の発

生により、環境保護などへの関心と防災意識が高まっている。 
 そこで、篠山、日本、そして世界の未来を担う市内の子どもたちが、身近な篠山の自然・環境

と災害・防災を関連づけて学習することで、将来の環境保護と安全安心のまちづくりを推進する

ことを目的とする。 
目的以外に期待できること 

・保護者等と一緒に活動に参加し、家族ぐるみの環境・防災意識を育てる 
・地域の枠を超えた友達づくり 
誰がするか（主役と役割） 

 ・推進組織（環境知識経験者、防災士）･･･市内フィールドワーク等の指導 
 ・市･･･カリキュラムの作成と参加者募集、指導者の依頼、バスの手配など 
 ・対象者は市内の小学校に通う児童と保護者 
何をするか（内容・手法・時期） 年間スケジュール 

■ 第 1段階 
 ・年間カリキュラムの作成 
 ・参加者（家族）の募集 
 
■ 第 2段階 
 ・カリキュラムの実施（年間 11回） 
    開校式                           川の生きもの調査 
    川や田んぼの水生生物調査 
    森林学習 
    社会見学（市内外の防災や環境関連施設） 
    避難所体験キャンプ 
    閉校（卒業）式 
                          
■ 第 3段階                                
・必要回数の参加があったファミリーについて、「環境防災ファミリー」認定 
 ・次年度に向けた分析と見直し 
目  標 

 年間 12組の「環境防災ファミリー」育成 
  

 

施設見学 
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環境実行計画ＮＯ．５ 

水の定点観測と浄化プロジェクト 

 
目  的 

河川や篠山城外濠の水質や周辺の指標生物、気象データ等を体系的に測定・観察し、周辺の

自然の現状や変化を知ることで、生き物の分布状況の把握や保護活動・より良い自然環境の保

全や改善活動に役立てるとともに、水の浄化を試みる。 
目的以外に期待できること 

・篠山市内の水生動植物の生態系の再確認 
・下流域の住民、研究者、活動グループとの協力活動 
・環境教育、理科教育への活用 
誰がするか（主役と役割） 

・市、市民、小中高校生･･･定点観測の実施 

・学生、研究者･･･助言・指導等 
何をするか（内容・手法・時期） 

■ 第 1段階 
・既存の観測場所、観測項目の整理（篠山みらい会議主導による） 
・環境学習活動との連携 
・学校、地域の観測グループの掘り起こしと連携（既存の百葉箱の有効活用など） 
・新たに設置する観測場所と観測項目（測定項目、観察指標生物と観察方法）の設定 
 （河川や池、篠山城の外濠などの地点） 
・実施者（実施組織）、指導者、データ集計・管理担当組織 
・保護が必要な動植物の調査研究 ・データ管理方法と公開方法の検討 
・「人と自然の博物館」「森林動物研究センター」等と連携 
■ 第 2段階 
・観測の実施とデータの公開 
・既存データベース（篠山市気象データベース等）とのリンク 
 ・動植物の分布把握 
■ 第 3段階 
・観測値の評価  ・必要な環境維持対策の実施 
・理想値、目標値を定め、そのための施策や活動を実施する 
・観測場所、観測項目、観測方法等の見直しと充実 
 
目  標 

・小学校区に最低１箇所の観測点を設置し、観測を実施（環境データベースの構築） 
・観測データを基にした環境保全活動につなげる 
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環境実行計画ＮＯ．６ 

生きものとの共生プロジェクト 

 
目  的 

 豊かな自然に囲まれた篠山には昔からさまざまな生きものが生息し、豊かな生態系を築いて

きた。篠山は動植物の宝庫である。しかしながら、河川護岸のコンクリート化や森林の荒廃な

ど自然環境の変化に伴い、生きもの達の生息環境も変化してきた。 
 そこで、メダカが泳ぎ、ホタルが舞う川・カブトムシがいる山・ツバメやチョウの飛び交う

空など自然豊かな生きものと共生するまちをつくっていく。 
目的以外に期待できること 

・生きものを通してふるさとを大切にする気持ちの養成 
・篠山の自然の魅力がさらにアップ 
・環境教育、理科教育への活用 
誰がするか（主役と役割） 

・市、市民、小中高校生･･･生きもの観察と生息環境の保全 

・研究者･･･助言、指導等 
何をするか（内容・手法・時期） 

■ 第 1段階 
・既存のデータベースの掘り起こし（兵庫県レッドデータブックなど） 
・篠山に生息する動植物の調査研究（生息条件や分布状況など） 
  → 対象の動植物等の一例：魚、両生類、虫、野草、化石など 
・絶滅危惧種など、保護が必要な動植物の調査研究 
・学校、地域の特色ある観測グループ（観察会）の掘り起こしと連携 
・実施者（実施組織）、指導者の掘り起こしと連携 
・生物多様性配慮指針（工法や施設配置等、生物多様性の確保のための手引き）の作成 
■ 第 2段階 
・生物多様性アドバイザーと支援拠点（相談窓口等）の設置 
・モデル地区の選定（遊休農地を活用したビオトープの設置など） 
 ・ふれあいや観察のおすすめポイントの紹介 
■ 第 3段階 
・必要な環境維持対策の実施 
・プロジェクト成果を市内外に発信、ＰＲ 
 
目  標 

・篠山版レッドデータブックの作成（ホームページなどで公開）と活用 
・生物多様性の先進的な取り組みの実施 
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環境実行計画ＮＯ．７ 

地域マップ作成プロジェクト 

 
目  的 

篠山は豊かな自然の恵み（登山コース、美味しい農産物、多彩な動植物）、特徴的な地形、

巨木古木、歴史的文化的遺産、観光資源、自然公園、温泉などの魅力的な財産をたくさん持っ

ているが、住民はあまり意識していないケースも多い。子どもたちと地域を散策しながらそれ

らを地図に記していく活動を通じて、地域の環境や特徴を理解してもらい、環境保全活動に関

しての関心や動機を喚起する。 
目的以外に期待できること 

・地域の自然や歴史に関する学習効果 
・地域内でのコミュニケーション 
誰がするか（主役と役割） 

・市民（地域住民、小中学校、子ども会など）･･･調査を行いマップ化 
・市、観光協会･･･系統的なまとめ、公開などの仕組みづくり 
何をするか（内容・手法・時期） 

■ 第 1段階 
・実行委員会を組織（篠山みらい会議の主導による） 
・ガイダンス1作成（地図の作成例、作成方法のモデル資料） 
・地区や学校への呼びかけ 

 
■ 第 2段階 
・地図作成活動（自然資源や生きもの分布など） 
・活動・成果の発表、総合地図のとりまとめ、地図の公開 

 
■ 第 3段階 
・インターネットによる公開 
・インターネット等を利用した個人単位でできる投稿システムの構築 
（自然の動植物等の観察場所等をインターネットを通して地図上に投稿する等） 

・環境学習教材への利用 
 
 
目  標 

・市内全小学校区での実施 
・環境学習に活用できる教材作り 

 
                                                   
1 ガイダンス：指導。特に、ある事柄について習いはじめの人に入門的説明を与えること。 
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環境実行計画ＮＯ．８ 

篠山自然フォトコンテスト 

 
目  的 

市民の撮影した篠山の美しい自然、動植物の写真を募集し、客観的な自然の記録とするとと

もに市民の自然に対する意識や関心を深め、自然を守る心を育てる。 
目的以外に期待できること 

・カメラや自然観察の領域で趣味を育てる効果 
・生きがいの見出せる趣味的・文化的活動を活発にする 
誰がするか（主役と役割） 

・市･･･事務局、スポンサー、記録の保存 
・市民･･･自然観察、撮影、応募 
・市民代表、市民投票、自然科学者、写真家等･･･審査員など 
・研究機関、研究者･･･専門的アドバイス 
何をするか（内容・手法・時期）  

■ 第 1段階 
・募集要項を決めて一般公募する。 
例）→応募資格：篠山市民、篠山の自然に関心のある人 
→部門：写真部門、ビデオ部門、携帯カメラ部門（現代版とレトロ版） などなど 

■ 第 2段階 
・応募作品のうち特に芸術的、記録的価値が高いと審査員により認められた作品を優秀賞やそ 
の他賞として表彰する。 
・公民館、ホームページ等にて展示する。 

 
■ 第 3段階 
・映像写真データベースとして、水の 
定点観測データ・気象データ等とと 
もに体系化して、保管公開する。 
・地図（地域マップ等）と連動させ、 
生物の分布や特徴のある自然をビジュ 
アルに表現する仕組みを構築する。 

 
 
目  標 

 ・コンテストの継続的な開催 
 ・参加者の増加 

 

自然の風景の一例 
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環境実行計画ＮＯ．９ 

里山再生プロジェクト 

 
目  的 

「整備が行き届かず荒れ始めている里山、整備に苦労をしている里山の地主・管理者」と 
「里山を利用して楽しみたい人や癒されたい人、里山の恵み（たけのこ、山菜、しいたけ、果

物、燃料その他の資材）を得たい人」の両者を引き合わせることにより、常に整備された里山

を維持する。 
目的以外に期待できること 

・野生鳥獣害を防ぐ 
・里山文化、昔の生活の知恵の復活 
・お年寄りと若い人、地元の人と都会育ちの人の交流 
・自然に対する価値観の変化 
誰がするか（主役と役割） 

・事務局（市、市民、団体）･･･しくみづくりと運営など 
・地主、管理者･･･土地の提供など 
・市民、市外住民、企業、学校･･･里山の利用 
何をするか（内容・手法・時期） 

■ 第 1段階 
・市を窓口として事務局と運営グループを組織する。 
・自治会、森林組合等の関連組織との連携体制の構築 
・モデル地区の選定→公共の里山の設置 
対象地は自治会の持ち山、共有林等を対象とする 

■ 第 2段階 
・里山利用条件の設定 
例）借地料、契約期間、活動ルール策定 など 

・候補地の選定 
・測量その他の調査 
・里山利用者の募集 

■ 第 3段階 
・里山利用                            陽の差し込む里山 
・技術指導者の派遣と利用状況観察 
 
目  標 

・利用者の増加と、継続的な利用の促進 
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環境実行計画ＮＯ．１０ 

間伐の実施と間伐材の利用促進 

 
目  的  

 森林は適正に管理されて、はじめてその機能を十分に発揮できる。しかし近年木材価格の低

下、さらに化石燃料の使用に伴い薪炭を使わなくなったため、適正な森林の維持管理ができに

くくなっており、地球温暖化の影響と思われる集中豪雨などで植林した山地での土砂災害が起

こりやすくなっている。そこで、森林を適正に管理するために行う間伐をさらに計画的に推進

して間伐率を高めるとともに、そこで伐採された間伐材を利用した様々な製品の製造や木質系

バイオマスの利用などからカーボンオフセット2、環境循環型社会、材木の地産地消の実現をめ

ざす。 
目的以外に期待できること  

・森林の適正管理（間伐）の促進と、それによる土砂・山地災害の抑制 
・間伐材を利用（特に地元産材を利用）することで地産地消による二酸化炭素の排出抑制 
・森林組合等（山林所有者）の新たな収入源や地域への経済効果 
誰がするか（主体と役割）  

・市、森林組合、生産森林組合等･･･間伐など施業の実施、間伐材利用のしくみづくり 
・市民･･･間伐材を使った物の購入、使用など 
何をするか（内容・手法・時期）  

■ 第 1段階 
 ・間伐材利用の調査研究（机・椅子などの家具類や燃料、工事資材としての利用等） 
・森林組合等との協議（間伐などの作業計画・体制や、伐採した材の運搬に関する協議） 
■ 第 2段階 
 ・木質燃料ペレット（ストーブの燃料）の生産、供給体制の研究 
 ・製材機械の研究 
■ 第 3段階 
 ・製材機械の設置・導入 
 ・間伐材を利用した木質ペレット製造、販売ルートの確立 
・木質ペレット、薪ストーブの普及、導入促進の啓発 
（公共施設への設置、個人購入助成制度の創設など検討） 
・市内で生産できない場合は、他地域との生産体制との連携 
                               適正に手入れされた人工林 

目  標 

・間伐、下草刈、枝打ち等の森林施業実施率の向上 
・間伐材の利用率 50％ 

                                                   
2 カーボンオフセット：二酸化炭素などの温室効果ガスを、植林・森林保護・クリーンエネルギー事業などによって直接的、間

接的に吸収しようとする考え方や活動のこと 
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環境実行計画ＮＯ．１１ 

ごみを減らすためにＰＲからはじめよう 

 
目  的 

  私たちの生活は、便利で豊かになったが、大量に生産・消費され、廃棄物は増加し、最終処

分場（埋立地）の残余容量の問題、焼却により発生する二酸化炭素による地球温暖化問題、限

りある資源が有効利用されていないなど、環境に大きな負担をかけている。 
このままでは、私たちが享受している快適な生活環境を、次の世代につなぐことができなく

なってしまう。今までの生活スタイル・事業活動を見直して、ごみを減らし、そして希少な資

源を循環させる新たな行動の実践を推進する。 
目的以外に期待できること 
・環境に対する意識の向上 

 ・処分経費の節減 
誰がするか（主役と役割） 

・市 民･･･ごみ（環境）問題に関心を持ち、減量・分別の徹底のための活動に参加する 
・事業所･･･ごみ（環境）問題に関心を持ち、減量・リサイクルを広める活動を行う 
・行 政･･･ごみの現状を広報し、減量・分別の啓発を積極的に行い、市民・事業所の行う 

ごみ減量・分別活動を紹介するなど、活動の支援をするとともに、自ら率先して、 
ごみの減量・分別に取り組む 

何をするか（内容・手法・時期）  

■ 第 1段階（ＰＲ活動の準備期間 1～2年） 
 ・篠山市のごみの量・コスト・資源ごみ量等、現状を知らせる広報 
・篠山市だけでなく、兵庫県・日本・世界のごみの現状を知らせる広報 
 ・篠山市のごみに関する情報を全て報告するごみ白書の作成の検討 
 ・市役所からごみの減量・分別に取り組む行動の開始   
■ 第 2段階（ＰＲ活動期間 2年目～） 
 ・現状を知らせ、減量・分別・リサイクル状況の改善に向けた地域ＰＲ活動の開始 

自治会・まちづくり協議会、各地域衛生委員、活動市民団体等との協力 
・ごみ白書の作成 
■ 第 3段階（ごみ減量化の実践活動の具体的検討期間（2年目～）と順次実践期間（3年目～）） 
 ・家庭系ごみの大部分を占める包装類と生ごみの減量化に向けた取り組みの検討 
   包装類→簡易包装の実践、マイバッグ運動の実践 
   生ごみ類→堆肥化講習会の検討、環境にやさしい調理法（エコクッキング）のすすめ 
 ・正しいプラごみ分別の推進による資源回収の推進 
   思い切った（割り切った）分別方法への切り替えの推進と啓発 
 ・資源の店頭回収の推進 
   電球・カートリッジ・トレイ・リターナブルびん等店頭回収品の積極的持込みの推進啓発 
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 ・清掃センターリサイクルプラザの活用による粗大ごみの再使用の取り組みの拡大の検討 
 ・資源ごみの拠点回収の検討 
目 標（値）   

・家庭系ごみを 20%削減する（10,282ｔ→8,226ｔ） 
・１日１人あたりの家庭系ごみ量を 20%削減する（586ｇ→468ｇ） 
・ごみ袋 1人年間 22袋→18袋 1人あたり年間 4袋削減 
※4人世帯の場合 4袋×4人＝16袋削減 

 ・プラごみの資源化率の向上 35%→50% （現在 65%は可燃ごみになっています） 
 
【参考】廃棄物処理量・資源化ごみの推移 

  本市の廃棄物は、すべて篠山市清掃センターで処理しています。ごみ焼却量は合併当初よりも増

加傾向にある一方で、埋立ごみの量と廃プラスチック、ペットボトル、金属などの資源化量は減少

しています。 

  廃プラスチック容器包装ごみについては、平成 16 年 4月から分別収集をしています。しかしな

がら分別の徹底ができておらず、また汚れがひどい状態のものもあり、実際にはプラごみとして出

された物（ピンク色の袋）の半数以上が焼却されているのが現状です。 

                                       （単位：t） 

 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

焼 却 量 12,651 13,079 13,660 14,788 16,386 16,131 14,102 14,787 14,706 14,406 

資源化量 2,211 2,220 2,071 2,311 2,234 2,036 1,457 1,451 1,178 1,181 

埋 立 量 2,241 1,861 1,499 1,155 1,013 1,508 1,294 1,046 1,360 1,541 

資料：篠山市統計書（清掃センター調） 
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【参考】篠山市のごみ分別種類と該当品目の一例（平成21年度現在） 

  □燃えるごみ →白色の指定ごみ袋・・・紙類、生ごみ、布くず、雑草、皮製品など 

  □プラスチック容器包装ごみ →ピンク色の指定ごみ袋・・・ マークのついた物 

  □ペットボトル →緑色の指定ごみ袋・・・水洗いしたペットボトル（フタ・ラベル以外） 

  □金属類 →緑色の指定ごみ袋・・・刃物、鍋・やかん類、小型電気製品、アルミ製品など 

  □缶・びん →緑色の指定ごみ袋・・・空き缶、空きビン、スプレー缶（必ず穴を開ける） 

  □埋立てごみ →黄色の指定ごみ袋・・・ガラス片、陶磁器、化粧ビン、乾電池、電球など 
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環境実行計画ＮＯ．１２ 

家庭の生ゴミ堆肥化 

 
目  的  

生ごみは、家庭からごみの中でも大きな割合を占めているが、水分の多い生ごみを焼却処分

するには通常のゴミを焼却するよりも余計に燃料を必要とする。また、焼却による二酸化炭素

の排出と焼却炉の温度が下がることによるダイオキシン発生の原因ともなっている。 
そのため、市内のある地域をモデル地区に選定し、その地域内の各家庭から排出される生ゴ

ミを計画的に収集して堆肥化し、市内の農家等に販売・利用することで、焼却ゴミを減らすと

ともに環境循環型農業、有機農業の実現をめざす。 
目的以外に期待できること  

・農家でない市民も環境循環型農業の一端をになうことで、環境・農業等への関心が高まる。 
・化学肥料の使用を抑制し、ゴミ削減、環境意識が高まる。 
・まちづくり協議会や NPOなどが主体的に取り組めるよう市等が支援することで、自助、協
働・共助による環境活動が実現できる。 

誰がするか（主体と役割）  

・まちづくり協議会やＮＰＯ法人などの民間団体･･･生ゴミ回収の呼びかけなど 
・市、県、ＪＡなど･･･モデル地区の選定、回収方法の検討などの支援 
・各家庭、農家、農業法人等･･･生ゴミの提供など 
何をするか（内容・手法・時期）  

■ 第 1段階 
 ・モデル地域、実施主体の選定 
 ・協力処理施設（事業者）の選定 
 
■ 第 2段階 
・生ゴミ収集車を巡回させ、計画的に生ゴミを収集する。 
・収集生ゴミの堆肥化 
 
■ 第 3段階 
 ・製品化した堆肥の普及促進 

 
 
 
目  標 

・モデル地区の設定とその地域での実施 
・そのモデル地区での参加家庭数 50% 
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環境実行計画ＮＯ．１３ 

太陽光発電の普及促進 

 
目  的   

  現在の主なエネルギー源である化石燃料は、限りある資源であり、このままのエネルギー消

費を続ければ、いずれ枯渇すると言われている。また、化石燃料の燃焼に伴う環境破壊は深刻

で、特に地球温暖化に与える影響は大きいと言われている。 
そのため、化石燃料に替わるエネルギー源への転換が必要となり、化石燃料に頼らない環境

に優しい自然エネルギーとして、篠山市でも実施可能な太陽光発電の普及を促進し、エネルギ

ーの地産地消を目指す。  
目的以外に期待できること 

・災害等による停電時の自家発電（自立運転）可能なことによる防災対策 
・環境意識の醸成のための教育的活用 
誰がするか（主役と役割） 

 ・市民･･･住宅への導入を積極的に検討する 
 ・事業所･･･事業所への導入を推進する、従業員への啓発を行う 
 ・市･･･公共施設への導入を推進する、市民・事業所への普及啓発を行う 
何をするか（内容・手法・時期）  

■ 第 1段階 
 ・公共施設（学校施設を含む）への太陽光発電システムの設置導入の検討 
   環境対策の他、防災対策・教育的活用として公共施設から設置の検討を始める 

そのための市の財政的負担面を補う手段の研究（各補助メニュー・市民ファンドなど） 
により実現可能性を高める 

・市民・事業者に向けた広報・啓発 
  →設置検討者が実際に欲している情報の把握と提供 
  →資金的援助等に関する情報の提供 
   →実際の設置者の声を届ける広報と啓発の推進 
    例）実際の発電量や売電量、またデメリット的な面である故障やメンテナンス費等 
■ 第 2段階 
 ・公共施設への太陽光発電システムの設置導入に向け年次的に計画し実行する 
 ・普及イベントの開催 → 実物を見る機会を提供し、より身近に感じてもらう 
・継続的な広報と情報の提供 
・常設の情報収集箇所の設置検討など 
目  標 

 ・太陽光発電設備設置件数の増加 
 

 




